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 大気汚染防止法（以下「法」という。）における水銀の規制について 

 
(1) 目的（第１条関係） 

工場等における水銀等の排出を規制し、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとと

もに生活環境を保全すること等を目的とする。 

 

(2) 定義（第２条関係ほか） 

① 水銀等  

水銀及びその化合物をいう。 

② 水銀排出施設 

工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、法施行令

で定めるものをいう。（表２） 

③ 要排出抑制施設 

・ 製銑の用に供する焼結炉 （ペレット焼成炉を含む。）  

・ 製鋼の用に供する電気炉 

 

(3) 届出（第 18条の 28、第 18条の 29、第 18条の 30及び第 18条の 36第２項関係） 

水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設を設置しようとするとき等に、山形県知

事（山形市内の区域については山形市長）に届け出なければならない。 

届出が必要な事項及び届出期限等は表１のとおりである。 

 

(4) 排出基準の遵守義務（第 18条の 33関係）  

水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設に係る排出基準を遵守

しなければならない。 

排出基準は、施設の種類及び規模ごとに定められている（資料編参照）。 

 

(5) 水銀濃度の測定義務（第 18条の 35関係） 

水銀排出施設の設置者は、大気汚染防止法施行規則で定める頻度において、当該水銀排

出施設に係る水銀濃度の測定、記録し、保存しなければなければならない（資料編参照）。 

なお、３年間継続して以下の①～③のいずれかに該当する場合は粒子状水銀濃度の測定

を省略して構わない。 

① 粒子状水銀の濃度が、ガス状水銀の試料ガスにおける定量下限未満であること 

② 自主測定結果の年平均値が、５０μｇ／Ｎｍ３未満である施設のうち、水銀濃度に対

する粒子状水銀の濃度が５％未満であるもの 

③ 自主測定結果の年平均値が、５０μｇ／Ｎｍ３以上である施設のうち、水銀濃度に対

する粒子状水銀の濃度の比率が５％未満であり、かつ、粒子状水銀の濃度が２．５μｇ

／Ｎｍ３未満であるもの 

ただし、この場合であっても、３年に１度は粒子状水銀濃度及びガス状水銀濃度を測

定し、①～③のいずれかに該当していることを確認すること。 

 

(6) 要排出抑制施設の設置者の自主的取組（第 18条の 37関係） 

要排出抑制施設を設置している者は、当該施設からの水銀等の大気中への排出に関し、

自らが行う遵守すべき基準を作成し、水銀濃度を測定、記録、保存することその他の水銀

等の排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の状況及びその評価を

公表しなければならない。 
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表１ 法に定める主な届出一覧 

       

条  項 内        容 

第１８条の２８ 

第１項 

水銀排出施設の設置の届出 

水銀排出施設を設置しようとするときは、設置しようとする日の

６０日以上前までに届出が必要です（更新を含む。）。 

第１８条の２９

第１項 

水銀排出施設の使用の届出 

法改正等により施設が水銀排出施設となった際、現にその施設を

設置しているときは、当該施設が水銀排出施設となった日から３０

日以内に届出が必要です。 

第１８条の３０

第１項 

水銀排出施設の構造等の変更の届出 

既に届け出た水銀排出施設の次のいずれかを変更しようとすると

きは、変更しようとする日の６０日以上前までに届出が必要です。 

  (1) 水銀排出施設の構造（バーナーの変更等） 

  (2) 水銀排出施設の使用の方法（燃料、原材料の変更等） 

  (3) 水銀等の処理の方法（水銀処理施設の変更等） 

第１８条の３６

第２項（第１１

条を準用） 

氏名の変更等の届出 

氏名、名称、住所、法人の代表者、工場・事業場の名称及び所在

地を変更したとき並びに水銀排出施設の使用を廃止したとき（休止

を除く。）は、その日から３０日以内に届出が必要です。 

第１８条の３６

第２項（第１２

条第３項を準

用） 

承継の届出 

水銀排出施設を譲り受けたり、借り受けたりしたとき、又は相続、

合併により届出者の地位を承継したときは、承継した日から３０日

以内に届出が必要です。 
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表２ 法の対象となる水銀排出施設一覧  

番
号(

注
１) 

大気汚染防止法 

水銀排出施設 
規 模 要 件 

１ 小型石炭混焼ボイ

ラー 

○ 燃焼能力50L/時以上10万L/時未満のもの（石炭専焼ボイラーを除く。） 

２ 石炭専焼ボイラー

及び大型石炭混焼

ボイラー 

○ 燃焼能力 50L/時以上の石炭専焼ボイラー又は 10 万 L/時以上の石炭混焼ボイラー 

３ 銅又は金の一次精

錬施設 

○金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉（ペレット焼成炉

を含む。）及び煆焼炉並びに金属の精錬の用に供する溶鉱炉

（溶鉱用反射炉を含む。）、転炉及び平炉 

・原料処理能力１t/時以上 

○・金属の精製の用に供する溶解炉（こしき炉を除く。） 

・火格子面積１㎡以上 

・ 羽口面断面積 0.5 ㎡以上 

・ 燃焼能力（注３）50L/時以上 

・ 変圧器定格容量 200kVA以上 

○銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉（ペレ

ット焼成炉を含む。）、溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含む。）、転炉、

溶解炉及び乾燥炉 

・ 原料処理能力 0.5t/時以上 

・ 火格子面積 0.5 ㎡以上 

・ 羽口面断面積 0.2 ㎡以上 

・ 燃焼能力 20L/時以上 

○鉛の二次精錬の用に供する溶解炉  

・ 燃焼能力 10L/時以上 

・ 変圧器定格容量 40kVA以上 

○亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉

及び乾燥炉 

・ 原料処理能力 0.5t/時以上 

・銅又は金の一次精錬

用のもの（専ら粗銅、

粗銀又は粗金を原料と

する溶解炉を除く。） 

４ 鉛又は亜鉛の一次

精錬施設 

・鉛又は亜鉛の一次精

錬用のもの（専ら粗鉛

又は蒸留亜鉛を原料と

する溶解炉を除く。） 

５ 銅の二次精錬施設 ・銅の二次精錬用のも

の 

鉛又は亜鉛の二次

精錬施設 

・鉛又は亜鉛の二次精

錬用のもの（鉛の二次

精錬用の溶解炉には鉛

合金の製造を含まな

い。） 

• 製鋼用電気炉ばいじ

んから亜鉛を回収する

焙焼炉等（専ら粗銅、

粗鉛又は蒸留亜鉛を原

料とする溶解炉を除

く。） 

６ 金の二次精錬施設 ・金の二次精錬用のも

の（専ら粗銀又は粗金

を原料とする溶解炉を

除く。） 

７ セメントの製造の

用に供する焼成炉 

○ 火格子面積１㎡以上 

○ 燃焼能力 50L/時以上 

○ 変圧器の定格容量 200kVA 以上 

８ 廃棄物焼却炉 

（一般廃棄物焼却

炉、産業廃棄物焼

却炉等） 

○ 火格子面積２㎡以上 

○ 焼却能力 200kg/時以上 

（専ら排出事業者が設置する廃油焼却施設であって、原油精製工程から排出された廃

油以外を取り扱うものを除く。） 

９ 石炭ガス化複合発

電施設（IGCC施設） 

○ 燃焼能力 50L/時以上 

1

0 

水銀回収施設 ○水銀回収義務付け産業廃棄物（注２）又は水銀含有再生資源（注３）を取り扱う施

設（加熱工程を含む施設に限る。） 

• 施設規模による裾切りはなし。 

注１）大気汚染防止法施行規則別表第３の３の項番号 

注２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で規定 

注３）水銀による環境の汚染の防止に関する法律で規定
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様式第３の５ 

                     ① 

水銀排出施設設置（使用、変更）届出書 

    

○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 

山形県知事        殿 

 

②〒○○○-○○○○ 

○○市○○町○○           

届出者  ○○工業株式会社           

代表取締役 山 形 太 郎      

    
         ③ 

大気汚染防止法第 18条の 28第１項（第 18条の 29第１項、第 18条の 30第１項）の規

定により、水銀排出施設について、次のとおり届け出ます。 

工場又は事業場の名称 ④ ○○工業㈱山形工場 ※整 理 番 号  

工場又は事業場の所在地 ⑤〒○○○-○○○○ 

△△市△△町△△ 
※受理年月日  年 月 日 

水 銀 排 出 施 設 の 種 類 ⑥ ８項 廃棄物焼却炉 ※施 設 番 号  

水 銀 排 出 施 設 の 構 造 別紙１のとおり。 ※審 査 結 果  

水銀排出施設の使用の方法 別紙２のとおり。 

※備 考 

 

水 銀 等 の 処 理 の 方 法 別紙３のとおり。 

参 考 事 項  

備考 １ 水銀排出施設の種類の欄には、大気汚染防止法施行規則（以下「施行規則」という。）別表第３

の３に掲げる項番号及び名称を記載すること。 

２ ※印の欄には、記載しないこと。 

３ 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

４ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とす

ること。 

５ 施行規則様式第２による受理書の写しを添付し、参考事項の欄に、当該受理書の受理番号及び受

理年月日を記載する場合であつて、都道府県知事又は大気汚染防止法施行令第 13 条に規定する市の

長が別紙１～３の全部又は一部を添付することを要しないと認めるときは、別紙１～３の全部又は一

部を省略することができる。 
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◎届出書は正本及びその写しの２部提出すること 
① 届出の種類 

・ 『設置（使用、変更）』のうち、該当する届出の種類を残し、不要な部分を二
重線で見え消しにすること（訂正印不要）。 
（該当する届出の種類が不明な場合は、届出先に確認すること。） 

② 届出者の氏名及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 
(1) 氏名等 
・ 個人の場合は、個人の氏名を記入すること。 
・ 法人の場合は、名称及び代表者氏名を記入すること。 
・ 任意組合、共同企業体の場合は、原則としてすべての構成員（構成企業の代表
者）が届け出ること。ただし、(2)のとおり、委任状の添付により、被委任者が届
け出ることができる。また、共同企業体等で協定書等により届出に係る代表者を
明確に規定している場合には、その資料を添付することにより当該代表者名で届
け出ることができる。 

(2) 代理人による届出 
・ 代理人（工場長、行政書士等）が届け出る場合は、委任状を添付すること。（巻

末の様式例参考にすること。） 
(3)住所 

・ 届出者の住所を記載する。法人の場合、ばい煙発生施設の設置場所に関わらず
当該法人の本社の住所を記載すること。 

・ 郵便番号も併せて記載すること。 
③ 届出の条項 

・ ①に準じる。なお、届出の種類と条項の関係は次のとおり。 
水銀排出施設 設置 届出 ： 法第１８条の２８第１項 
水銀排出施設 使用 届出 ： 法第１８条の２９第１項 
水銀排出施設 変更 届出 ： 法第１８条の３０第１項 

④ 工場又は事業場の名称 
・ 工場又は事業場の名称を記載すること。 
・ ばい煙発生施設設置前等で名称が決定していない場合には、仮称を記載し、（仮

称）を付けること。また、工場又は事業場名称が決定した後、忘れずに氏名等変
更届出により名称の変更について届け出ること。 

⑤ 工場又は事業場の所在地 
・ ばい煙発生施設の設置場所の土地の地番でなく、工場又は事業場敷地全体の代
表住所（住居表示）を記載すること。 

・ ばい煙発生施設設置前等で住所（住居表示）が確定していない場合には、当該
敷地内の代表地番を記載すること。また、住所（住居表示）が決定した後、忘れ
ずに氏名等変更届出により所在地の変更について届け出ること。 

・ 併せて郵便番号も記載すること。 
⑥ 水銀排出施設の種類 

・ 水銀排出施設の種類について、表２を参考に記載すること。 
（例：８ 廃棄物焼却炉） 

・ 施設種類がわからない場合は、届出先に確認のうえ記載すること。      
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別紙１ 

水銀排出施設の構造 

工場又は事業場における施設番号 
① 

１号炉 
 

名 称 及 び 型 式 

② 

E社製 ストーカー式焼却炉 

ABC型 

 

設 置 年 月 日 
③ 

年  月  日 

 

 年 月 日 

着 手 予 定 年 月 日 
④ 

○○年○○月○○日 

 

 年 月 日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 
⑤ 

 年 月 日 

 

 年 月 日 

 

燃 料 の 燃 焼 能 力 

（重油換算ｌ／ｈ） 

 

 

原料の処理能力（ｔ／ｈ）  ⑥  

火格子面積又は羽口面断面積

（ｍ2） 
10  

変圧器の定格容量（kＶＡ）   

焼 却 能 力 （ ㎏ ／ ｈ ） 1,230   

備考  １ 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合に

は設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定

年月日の欄に、それぞれ記載すること。 

２ 規模の欄には、大気汚染防止法施行規則別表第３の３の中欄に規定する項目について記載

すること。 

３ 水銀排出施設の構造概要図を添付すること。概要図は、主要寸法を記入し、日本産業規格

Ａ４の大きさに縮小したもの又は既存図面等を用いること。ただし、施行規則様式第２に

よる受理書の写しを添付する場合であつて、都道府県知事又は大気汚染防止法施行令第 13

条に規定する市の長が構造概要図を添付することを要しないと認めるときは、当該概要図の

添付を省略することができる。 
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※１ 水銀排出施設１施設ごとに１列使用すること。３施設以上について届け出る場合は、

当該様式を複写して使用すること。 

※２ 変更届出の場合は、水銀排出施設ごとに左欄に変更前（前回届出の記載内容を転記）、

右欄に変更後の内容を記載することとする。この場合、変更後については、変更のあ

った部分のみ記載すること。 
 
① 工場又は事業場における施設番号 

・ 工場又は事業場における水銀排出施設に番号を付すこと。 
・ 既設の分も含めて複数の水銀排出施設がある場合には、番号が重複しないよう
に注意すること。 

② 名称及び形式 
・ 水銀排出施設の名称、メーカー名、型番等を記載すること。 

③ 設置年月日 
※ 水銀排出施設変更（使用）届出時のみ記載すること。 
・ 変更（使用）届出に係る水銀排出施設の設置工事に着手した年月日を記載する
こと。 

④ 工事着手予定年月日 
⑤ 使用開始予定年月日 

・ 水銀排出施設に係る工事の着手予定年月日及びばい煙発生施設の使用開始予定
年月日を記載すること。 

・ 工事着手予定年月日は、届出受理日から実施の制限の期間である６０日間を経
た後の日とすること。 

⑥ 規模 
・ それぞれの水銀排出施設の規模要件が定められている項目についてのみ記載す
ること。（それ以外は空欄とすること。） 
※ 規模について不明な場合は、施設のメーカー等に問い合わせること。 

また、当該規模の確認できる資料（仕様書やカタログ、設計計算書等）を添
付すること。 
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別紙２ 

水銀排出施設の使用の方法 

工場又は事業場における施設番号 ①    １号炉  

使 用 状 況 

１ 日 の 使 用 時 間 

及 び 月 使 用 日 数 等 

②  ８時～ １７時 

９時間/回 １回/日 ２４日/月 

    時～    時 

時間/回  回/日 日/月 

季 節 変 動 ③     通年  

原 材 料 

（ 水 銀 等

の 排 出 に

影 響 の あ

る も の に

限 る 。） 

種 類 ④ 廃プラ・木くず・汚泥  

使 用 割 合 
⑤ 廃プラ・木くず・汚泥 

 ３ ： ６ ： １ 
 

原 材 料 中 の 水 銀 等

含 有 割 合 

⑥ 廃プラ：0.2 mg/kg 

木くず：0.3 mg/kg 

汚泥 ：0.02mg/kg 

 

１ 日 の 使 用 量 ⑦   14.76ｔ／日  

燃 料 

（ 水 銀 等

の 排 出 に

影 響 の あ

る も の に

限 る 。） 

種 類 
 

 

燃 料 中 の 水 銀 等 の 

含 有 割 合 
  ⑧  

通 常 の 使 用 量   

混 焼 割 合   

排出ガス量（Ｎｍ3／ｈ） 

湿り ⑨最大 44,000 通常 38,000 最大 通常 

乾き 最大 35,000 通常 29,000 最大 通常 

排出ガス中の酸素濃度（％） ⑩   １１．５  

水銀濃度 

（µｇ／Ｎｍ3） 

全 水 銀 ⑪    1.6  

ガ ス 状 水 銀 1.5  

粒 子 状 水 銀 0.1  

参 考 事 項  

備考 １ 水銀濃度は、乾きガス中の濃度とし、平常時の平均的な濃度を記載すること。 

       ２  水銀濃度は、水銀等の処理施設がある場合には、処理後の濃度とすること。 

３ 参考事項の欄には、水銀等の排出状況に著しい変動がある施設についての一工程の排出量の

変動の状況、水銀等の排出のために採つている方法等を記載すること。 
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※１ 水銀排出施設１施設ごとに１列使用すること。３施設以上について届け出る場合は、

当該様式を複写して使用すること。 

※２ 変更届出の場合は、水銀排出施設ごとに左欄に変更前（前回届出の記載内容を転記）、

右欄に変更後の内容を記載することとする。この場合、変更後については、変更のあ

った部分のみ記載すること。 
 
① 工場又は事業場における施設番号 

 別紙１の施設番号に合わせ、施設ごとに②以降の事項を記載すること。 
② １日の使用時間及び月使用日数等 

・ 上段には平均的な操業状態での水銀排出施設の使用時間を記載すること。24時
間連続の場合は０時から24時と記載すること。 

・ 下段には平均的な操業状態での水銀排出施設の１回当たりの使用時間、１日当
たりの使用回数、１か月当たりの使用日数を記載すること。 

③ 季節変動 
・ 水銀排出施設の使用状況が季節的に変動する場合に、その変動状況を記載する
こと。（例：○月から○月まで使用、冬季○割減、夏季のみ使用 等） 

・ 通常の操業状態において、年間を通じて特に使用状況に変動が無い場合には 
「通年」と記載すること。 

④ 原材料：種類 
・ 水銀排出施設で使用する原材料（廃棄物を含む。）で、水銀等の排出に影響す
るものの種類を記載すること。 

⑤ 原材料：使用割合 
・ 複数の原材料を使用する場合、通常の使用状況における各々の使用割合を記載
すること。（原材料が１種類のみの場合には「１００％」と記載すること。） 

⑥ 原材料：原材料中の成分割合 
・ 原材料中の水銀含有量について、使用原材料の分析結果（成分表）に基づく含
有量（mg/kg）を記載すること。 

・ 事業者において水銀含有量の測定が不可能な場合は、空欄でも差支えない。 
（例：梱包された状態での処理が求められる感染性廃棄物等） 

⑦ 原材料：１日の使用量 
・ 原材料の通常の使用状況における１日当たりの使用量を記載すること。 
・ 単位（ｋｇ、ｔ等）を明記すること。 

⑧ 燃料  
・ 水銀等の排出に影響のあるものに限り記載すること。 

⑨ 排出ガス量（※） 
・ 水銀排出施設から排出される排出ガス量について、湿りガス量及び乾きガス量
の最大値及び通常値を記載すること。 

・ 標準状態（温度が零度で圧力が１気圧の状態）に換算した量を記載すること。 
・ 排出ガスの処理のため排風機、誘引ファン等が設置してある場合には、当該排
風機等の能力を考慮すること。 

⑩ 排出ガス中の酸素濃度（※） 
・ 排出ガス中の排出口における残存酸素濃度（％）を記載すること。 

⑪ 水銀濃度（※） 
・ 設置の届出の時点で実測値が得られない場合には設計値でも可とする。定期測
定結果との乖離があった場合は変更届を提出すること。 

※ ⑨～⑪については、数値の算出根拠を記載した書類を添付すること。 
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別紙３ 

水銀等の処理の方法 

水銀等の処理施設の工場又は事業場における

施設番号 
①    系統１  

処理に係る水銀排出施設の工場又は事業場に

おける施設番号 
②    １号炉 

 

 

水銀等の処理施設の種類、名称及び型式 ③ろ過式集じん機 BBB型  

設 置 年 月 日 
④ 

年  月  日 

 

年  月  日 

着 手 予 定 年 月 日 
⑤ 

○○年○○月○○日 

 

年  月  日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 
⑥ 

 年 月 日 

 

年  月  日 

 
 

処 
 
 

 

理 
 

  

能 
 
 

 

力 

排出ガス量（Ｎｍ3／ｈ） 
湿 り 最大 44,000通常 38,000 最大      通常 

乾 き 最大 35,000通常 29,000 最大      通常 

排 出 ガ ス 温 度 （ ℃ ） 
処理前 160  

処理後 145  

排 出 ガ ス 中 の 酸 素 濃 度 （ ％ ） 11.5  

水銀濃度 

（µｇ／Ｎｍ3） 

全水銀 
処理前 3.8  

処理後 0.34  

ガ ス 状

水 銀 

処理前   ⑦   3.0  

処理後 0.30  

粒子状 

水 銀 

処理前 0.80  

処理後 0.04  

捕集効率（％） 

全 水 銀 ９１  

ガ ス 状 水 銀 ９０  

粒 子 状 水 銀 ９５  

使 用 

状 況 

１ 日 の 使 用 時 間 

 及 び 月 使 用 日 数 等 

⑧ ８時～ １７時 

９時間/回１回/日２４日/月 

   時～    時 

時間 /回 回 /日 日 /月 

季 節 変 動 ⑨    通年  

備考 １ 水銀排出施設において発生する水銀等を排出口から大気中に排出する前に処理するための

施設（集じん機等）について、記載すること。 

   ２ 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設

置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日

の欄に、それぞれ記載すること。 

       ３ 水銀濃度は、乾きガス中の濃度とすること。 

   ４ 水銀等の処理施設の構造図及びその主要寸法を記入した概要図を添付すること。ただし、施

行規則様式第２による受理書の写しを添付する場合であつて、都道府県知事又は大気汚染防

止法施行令第 13 条に規定する市の長が当該構造図及び概要図を添付することを要しないと

認めるときは、当該構造図及び概要図の添付を省略することができる。 
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※１ 水銀排出施設１施設ごとに１列使用すること。３施設以上について届け出る場合は、

当該様式を複写して使用すること。 

※２ 変更届出の場合は、水銀排出施設ごとに左欄に変更前（前回届出の記載内容を転記）、

右欄に変更後の内容を記載することとする。この場合、変更後については、変更のあ

った部分のみ記載すること。 
 
① 水銀排出施設の工場又は事業場における施設番号 

・ 水銀処理施設について、それぞれ施設番号を付けること。 
・ 届出に係る水銀排出施設に接続されるすべての水銀処理施設について記載する
こと。 

・ 既設分も含めて複数の水銀処理施設がある場合には、番号が重複しないように
注意すること。 

② 処理に係る水銀排出施設の工場又は事業場における施設番号 
・ 当該水銀処理施設に接続するすべての水銀排出施設の施設番号（届出様式別紙
１の①に記載した番号）を記載すること。 

③ 水銀処理施設の種類、名称及び形式 
・ 水銀処理施設の種類、名称、形式について簡潔に記載すること。 

④ 設置年月日 
・ 変更届出の場合等の届出時点で既に設置されている場合にのみ記載すること。 
・ 設置年月日は水銀処理施設設置に係る工事に着手した年月日とする。 

⑤ 工事着手予定年月日 
⑥ 使用開始予定年月日 

・ 水銀処理施設に係る工事の着手及び使用開始予定年月日を記載すること。 
・ 記載にあたっては、届出様式別紙１の④、⑤を参考とすること。 

⑦ 処理能力（排出ガス量～捕集効率） 
・ 水銀処理施設の設置がある場合のみ記載すること。 
・ 記載した数値の根拠となる設計計算書等を添付すること。（届出様式別紙２の
⑨～⑪で添付した書類と兼ねてもよい。） 

・ 施設の構造上の理由などにより測定が不可能な場合においては、「処理前」「捕
集効率」の欄は空欄で差し支えない。 

⑧ 使用状況：１日の使用時間及び月使用日数等 
⑨ 使用状況：季節変動 

・ 水銀処理施設の使用時間及び月使用日数等を記載すること。 
・ 通常、水銀排出施設の使用時間等（届出様式別紙２の②に記載）と同じ。異な
る場合はその理由等を余白に記載すること。 



- 12 - 

 

別紙４ 

添  付  書  類 

 

１．水銀排出施設及び水銀処理施設の性能を示す書類 

別添 １ のとおり 

 

２．使用燃料及び使用原材料の成分表 

別添 ２ のとおり 

 

３．排出ガス量及び水銀濃度等の設計計算書 

別添 ３ のとおり 

 

４．水銀排出施設及び水銀処理施設の設置場所（案内図及び配置図） 

別添 ４ のとおり 

 

５．水銀の発生、水銀の処理及び水銀の排出に係る系統の概要図 

別添 ５ のとおり 

 

６．水銀排出施設及び水銀処理施設の構造概要図（主要寸法を記載） 

別添 ６ のとおり 

 

７．大気中に水銀を排出する排出口の構造概要図 

（主要寸法及び排出ガスの測定箇所を記載（排出ガスの測定口は直径10cm程度以上が望ましい）） 

別添 ７ のとおり 

 

連絡先 

公害防止の担当部課 

  製造管理課 

 

 （TEL：023-600-0000    FAX：023-600-0001    ） 

 担当者職・氏名   施設管理係長 ○○○○ 

※ 水銀排出施設設置等の届出の際には、この様式も併せて添付してください。 

  なお、既に法第６条第１項、第７条第１項又は第８条第１項の規定により届け出てい

る場合は、当該届出に係る受理書の写しの添付により、これらの書類のうち２、３以外

の書類の添付を省略できます。 
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様式第４ 

氏 名 等 変 更 届 出 書                 
○○年○○月○○日  

 

 山形県知事          殿 

 
                         

○○市○○町○○           

① 届出者  ○○工業株式会社           

代表取締役 山 形 太 郎     

 

     ②  

 氏名(名称、住所、所在地）に変更があったので、 

 大気汚染防止法第 11条（第 17条の 13第２項、第 18条の 13第２項及び第 18条の 

36第２項において準用する場合を含む。） 

 水質汚濁防止法第 10条 

 ダイオキシン類対策特別措置法第 18条 

 の規定により、次のとおり届け出ます。 
 

ばい煙発生施設 

揮発性有機化合物排出施設 

一般粉じん発生施設    の別 

特定粉じん発生施設 

水銀排出施設 

③ 

ばい煙発生施設 

水銀排出施設 ※整理番号 

 

④ 

変更の内容 

変更前 
代表取締役 

  松波一郎 
※整理番号  

変更後 
代表取締役 

  山形太郎 
※受理年月日  

変更年月日 
⑤ 

○年○月○日 

※備考  

変更の理由 

⑥ 

代表者変更 

のため 

備考 １ ※印の欄には、記載しないこと。 

   ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

３ ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じ

ん発生施設又は水銀排出施設の別の欄は、該当するもの全てを記載すること。 
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氏名等変更届出書 
 

・ 届出者の氏名、事業場の所在地、事業場の名称等に変更があった場合に届け出ること。 

・ 変更の日から３０日以内に届け出ること。 

・ 届出書は正本およびその写しの２部提出すること 

・ 複数の工場・事業場について、一つの届出書で届け出る場合は、該当する工場・事

業場の名称及び所在地を記載した一覧を添付すること。 

 

① 届出者の氏名及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

(1) 氏名等 
・ 個人の場合は、個人の氏名を記入すること。 
・ 法人の場合は、名称及び代表者氏名を記入すること。 
・ 任意組合、共同企業体の場合は、原則としてすべての構成員（構成企業の代表
者）が届け出ること。ただし、(2)のとおり、委任状の添付により、被委任者が届
け出ることができる。また、共同企業体等で協定書等により届出に係る代表者を
明確に規定している場合には、その資料を添付することにより当該代表者名で届
け出ることができる。 

(2)代理人による届出 
・ 代理人（工場長、行政書士等）が届け出る場合は、委任状を添付すること。（様

式例を巻末につけているので参考にすること。） 
(3) 住所 

・ 届出者の住所を記載する。法人の場合、水銀排出施設の設置場所に関わらず当
該法人の本社の住所を記載すること。 

・ 郵便番号も併せて記載すること。 

② 変更の事由 

・ 該当しない部分を二重線で見え消しにすること。（訂正印不要） 

③ ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発

生施設又は水銀排出施設の別 

・ 該当する施設を記入すること。 

④ 変更の内容 

・ 変更の内容を記入すること。 

   注）施設の譲受け、借受け等による届出者の地位を承継については、承継届出が必

要である。 

⑤ 変更年月日 

・ 届出受理日から３０日以上前になる必要があること。 

⑥ 変更の理由 

・ 変更の理由を記入すること。 
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様式第５  

使 用 廃 止 届 出 書 
 

○○ 年 ○○ 月 ○○ 日  

 

 山形県知事        殿 

 

〒○○○-○○○○ 

○○市○○町○○           

① 届出者  ○○工業株式会社           

代表取締役 山 形 太 郎     

         ② 

 ばい煙発生施設（揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施

設、水銀排出施設）の使用を廃止したので、大気汚染防止法第11条（第17条の13第２項、

第18条の13第２項、及び第18条の36第２項において準用する場合を含む。)の規定により、

次のとおり届け出ます。 

ばい煙発生施設 

揮発性有機化合物排出施設 

一般粉じん発生施設    の別 

特定粉じん発生施設 

水銀排出施設 

③ 

ばい煙発生施設 

水銀排出施設 ※整理番号 

 

工場又は事業場の名称 
④○○工業株式会

社山形工場 
※受理年月日 

 

工場又は事業場の所在地 
⑤ 

△△市△△町△△ 
※施設番号    年  月  日 

施設の種類 
⑥ 廃棄物焼却炉 

（１号炉） 

※備  考 

 

施設の設置場所 
⑦ 

 所在地に同じ 

使用廃止年月日 
⑧ 

○年○月○日 

使用廃止の理由 
⑨ 

  更新のため 

備考 １ ※印の欄には、記載しないこと。 
   ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
   ３ ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じ

ん発生施設又は水銀排出施設の別の欄は該当する全てのものを記載すること。 
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使用廃止届出書 

・ 使用を廃止した日から３０日以内に届け出ること。 

・ 届出書は正本およびその写しの２部提出すること 

 
① 届出者の氏名及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 
(1) 氏名等 
・ 個人の場合は、個人の氏名を記入すること。 
・ 法人の場合は、名称及び代表者氏名を記入すること。 
・ 任意組合、共同企業体の場合は、原則としてすべての構成員（構成企業の代表
者）が届け出ること。ただし、(3)のとおり、委任状の添付により、被委任者が届
け出ることができる。また、共同企業体等で協定書等により届出に係る代表者を
明確に規定している場合には、その資料を添付することにより当該代表者名で届
け出ることができる。 

(2) 代理人による届出 
・ 代理人（工場長、行政書士等）が届け出る場合は、委任状を添付すること。（様

式例を巻末につけているので参考とすること。） 
(3) 住所 

・ 届出者の住所を記載する。法人の場合、水銀排出施設の設置場所に関わらず当
該法人の本社の住所を記載すること。 

・ 郵便番号も併せて記載すること。 
② 施設の種類 
・ 該当しない部分を二重線で見え消しにすること。（訂正印不要） 

③ ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発

生施設又は水銀排出施設の別 

・ 該当する施設を記入すること。 

④ 工場又は事業場の名称 
⑤ 工場又は事業場の所在地 
・ 届出の対象となる水銀排出施設が設置されていた工場・事業場の名称及び所在地を

記載すること。 
⑥ 施設の種類 
・ 届出の対象となる施設の種類を記載すること。 
・ 廃止する施設を明確にするため、施設番号も付記すること。 

（例）廃棄物焼却炉（１号炉） 
・ 水銀排出施設にも該当する場合であって、施設番号がばい煙発生施設と異なるとき

は、別紙等により、それぞれの施設番号が分かるようにすること。 
⑦ 施設の設置場所 
・ 「所在地に同じ」と記載するのみでよい。 

⑧ 使用廃止の年月日 
・ 施設の使用を廃止した年月日を記載すること。 

⑨ 使用廃止の理由 
・ 使用を廃止した理由を具体的に記載すること。 

（例）老朽化のため、更新のため等 
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様式第６ 

承 継 届 出 書 
○○年○○月○○日  

  

山形県知事         殿 

 □□市□□町□□       

① 届出者  □□産業株式会社       

 代表取締役 松波太郎   

ばい煙発生施設（揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生

施設、水銀排出施設） 

 特定施設（有害物質貯蔵指定施設） 

に係る届出者の地位を承継したので、 

大気汚染防止法第 12条第３項（第 17条の 13第２項、第 18条の 13第 2項、第 18条の 36に

おいて準用する場合を含む。） 

水質汚濁防止法第１１条第３項 

ダイオキシン類対策特別措置法第 19条 

の規定により、次のとおり届け出ます。 

ばい煙発生施設 

揮発性有機化合物排出施設 

一般粉じん発生施設    の別 

特定粉じん発生施設 

水銀排出施設 

② 

ばい煙発生施設 

水銀排出施設 

※整 理 番 号  

工場又は事業場の名称 
③□□産業株式会

社山形工場 
※受理年月日 年  月  日 

工場又は事業場の所在地 △△市△△町△△ ※施 設 番 号  

 施設 

 特定施設 の種類 

④ 

ボイラー 

※備 考  

 施設 
 特定施設又は有害物質貯蔵指定 

の設置場所 

⑤ 
所在地に同じ 

承継の年月日 
⑥ 

○年○月○日 

被

承

継

者 

氏名又は名称 ○○工業株式会社 

住所 ○○市○○町○○ 

承継の原因 ⑧譲渡のため 
備考 １ 水質汚濁防止法第５条第３項の規定による届出のあった施設の承継の届出である場合には、特定施設の種類の

欄には記載しないこと。 

２ ※印の欄には、記載しないこと。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

４ ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は水銀排出施設の

別の欄は該当する全てのものを記載すること。 

⑦ 
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承継届出書 
 

・ 届出をした者から施設を譲り受け、又は借り受ける等により届出者の地位を承継した

場合に届け出ること。 

・ 承継した日から３０日以内に届け出ること。 

・ 複数の工場・事業場について、一つの届出書で届け出る場合は、該当する工場・事業

場の名称及び所在地を記載した一覧を添付すること。 

 

① 届出者の氏名及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

 (1) 氏名等 
・ 個人の場合は、個人の氏名を記入すること。 
・ 法人の場合は、名称及び代表者氏名を記入すること。 
・ 任意組合、共同企業体の場合は、原則としてすべての構成員（構成企業の代表
者）が届け出ること。ただし、(3)のとおり、委任状の添付により、被委任者が届
け出ることができる。また、共同企業体等で協定書等により届出に係る代表者を
明確に規定している場合には、その資料を添付することにより当該代表者名で届
け出ることができる。 

(2) 代理人による届出 
・ 代理人（工場長、行政書士等）が届け出る場合は、委任状を添付すること。（巻

末の様式例を参考にすること。） 
(3) 住所 

・ 届出者の住所を記載する。法人の場合、ばい煙発生施設の設置場所に関わらず
当該法人の本社の住所を記載すること。 

・ 郵便番号も併せて記載すること。 

② ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発

生施設又は水銀排出施設の別 

・ 該当する施設を記入すること。 

③ 工場又は事業場の名称 

・ 承継後の工場・事業場の名称について記入すること。 
・ 承継による工場・事業場の名称の変更については、氏名等変更届出は要しない。 

④ 施設の種類 

・ 表２を参考に施設の種類を記入すること。 

⑤ 施設の設置場所 

・ 「所在地に同じ」等の記載方法でよい。 

⑥ 承継の年月日 

・ 届出受理日から３０日以上前になる必要があること。 

⑦ 被承継者 

・ 従前の届出者を記入すること。 

⑧ 承継の原因 

・ 承継の原因を記入すること。 

（例）「法人化のため」、「合併のため」、「譲渡のため」、「相続のため」等 
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資料編 
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法の対象となる水銀排出施設及び排出基準一覧 

番
号(

注
１) 

大気汚染防止法 

水銀排出施設 

排出基準 

（μg/Nm3） 
標準酸素濃度 

On（注３） 
新規施設 

既存施設 

(注２) 

１ 小型石炭混焼ボイラー 10 15 ６（Os） 

２ 石炭専焼ボイラー及び大型石炭混焼ボイラー 8 10 ６（Os） 

３ 一
次
施
設 

銅又は工業金 15 30 Os 

４ 鉛又は亜鉛 30 50 Os 

５ 二
次
施
設 

銅 50 300 Os 

鉛又は亜鉛 50 400 Os 

６ 工業金 30 50 Os 

７ セメントの製造の用に供する焼成炉 50 
80 

(注４) 
10(Os) 

８ 
廃棄物焼却炉 

（一般廃棄物焼却炉、産業廃棄物焼却炉等） 
30 50 12(Os) 

９ 石炭ガス化複合発電施設（IGCC 施設） 8 10 16(Os) 

10 水銀回収施設 50 100 12(Os) 

注１）規則別表第３の３の項番号 

注２）施行日において現に設置されている施設（設置の工事が着手されているものを含 

む。）ただし、水銀排出量の増加を伴う大幅な改修（施設規模が５割以上増加する構造変更等）をし

た場合は、新規施設の排出基準が適用。 

注３）標準酸素濃度補正方式による補正 

注４）原料とする石灰石中の水銀含有量が0.05 mg-Hg/kg以上であるものについては、140μg/Nm3 
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水銀濃度の測定義務 
大気汚染防止法施行規則第１６条の１２で定める以下の回数水銀濃度を測定し、その結

果の記録を３年間保存しなければなりません。 

① 排出ガス量が４万Nm3/時以上の施設：４か月に1回以上 

② 排出ガス量が４万Nm3/時未満の施設：６か月に1回以上 

③ 専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉、専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料

とする溶解炉：年１回以上 

 

排出基準を上回る濃度が検出された場合 
① 水銀排出施設の稼働条件を一定に保ったうえで、速やかに３回以上の再測定（試料採

取を含む。）を実施する。 

※ 初回の測定結果が排出基準の値の1.5倍を超過していた場合は、初回の測定結果が得

られた日から30日以内に、それ以外の場合は60日以内に実施 

② 初回の測定結果を含めた計４回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除くすべ

ての測定結果の平均値により評価する。 

※ 測定結果は最大及び最小を含むすべての値について記録･保管すること。 

③ 再測定後の評価で、排出基準を上回る場合は、管轄する総合支庁に連絡するとともに、

原因究明を行い、再発防止のための抑制措置をとること。 

※水銀の連続測定を実施している場合、「排出ガス中の水銀濃度の連続測定に係る技術的

留意事項」を参照のこと 
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参考様式 

 

 

 

 

委  任  状 

 

 

私は、              を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

記 

 

大気汚染防止法に基づく水銀排出施設の届出に係る一切の権限 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

 

住  所                

法 人 名 

代表者名               

 

 

 

     山形県知事       殿 
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届出先・問い合わせ先 

 

 届出や問い合わせは、工場・事業場の所在地を管轄する下記の総合支庁担当課まで 

なお、山形市内の工場・事業場についての届出に関しては、山形市担当課に確認してく

ださい。 

 

 村山総合支庁保健福祉環境部環境課 

  〒９９０－２４９２ 山形市鉄砲町２丁目１９－６８ 

      ０２３－６２１－８４１９、８４２９（直通） 

 

 最上総合支庁保健福祉環境部環境課 

  〒９９６－０００２ 新庄市金沢字大道上２０３４ 

      ０２３３－２８－１２８７（直通） 

 

 置賜総合支庁保健福祉環境部環境課 

  〒９９２－００１２ 米沢市金池７丁目１－５０ 

      ０２３８－２６－６０３５（直通） 

 

 庄内総合支庁保健福祉環境部環境課 

  〒９９７－１３９２ 三川町大字横山字袖東１９－１ 

      ０２３５－６６－４７４４、５７０６、５７０８（直通） 

 

 


